
事 務 連 絡 

令和５年３月３日 

 

各旅館業営業者 殿 

 

 

茨城県ひたちなか保健所次長兼衛生課長  

 

 

旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守の 

徹底について（依頼） 

 

 このことについて、令和５年２月２７日付けをもって厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛

生課から別添写しのとおり事務連絡がありました。 

 つきましては、貴施設のレジオネラの防止対策とともに、コンプライアンスの遵守につい

て、改めて徹底いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  

【参考】 

 

・茨城県保健医療部生活衛生課 「公衆浴場、旅館等の入浴施設におけるレジオネラ症防止

対策」のページ 

 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/kankyo/seiei/seieitopikkusu/legio

nella/legi.html 

 

・入浴施設におけるレジオネラ症発生防止に係る衛生措置ガイドライン【本県作成】 

 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/kankyo/seiei/seieitopikkusu/legio

nella/documents/r30326.pdf 




